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では新しい倫理が必要になることを示す。
ethics. 

Summary: After the Internet has been 
あらまし：弁護士や医師のように、特別な知 popular not only in computer experts but 

識や特殊な技能を有する職業人には、その職務 also in network citizens, we are able to mー

に従事するに当たって、その職能に応じた倫理 joy world wide communications using our own 

が要請される。それと同様な意味で、情報処理技 personal computers or work stations on the 

術者に要請される倫理が課題になり、様々な視 desks. Therefore, the constitutions or interna-

点から情報倫理の議論がなされている。ところ tional treaties that are called掛‘localrules，’ 
で、本論文で議論するデータベースはコンピュー are out of sense when real problems happened 

タに固有の技術ではあるが、データベースの活 on the Internet. In this short note, the So-

用が広く普及した結果、決してコンピュータの ・ l Ethics on the Internet by Netwrok citizens 

専門家だけに関係する特殊な技術ではなくなっ is discussed, and it is shown that our Com-

てきている。すなわち、インターネットを利用 puting Ethics will be better supported by the 

する人が多くなってきた近年は、情報処理産業 Database techniques. 

に従事する人だけでなく、小学校や中学校の生

徒までが学校や自宅から様々なプロパイダー経

由でデータベースを活用するようになってきて 1 はじめに
いる。 一方、従来の社会倫理では、電子ネット

ワーク技術を前提にしてはいなかったので、イ 倫理について議論を始めようとするならば、

ンターネットを用いる現場において様々な倫理 古代ギリシヤの哲学者アリストテレスによる「中

上でのトラブルが発生している。そこで、本論 庸」思想からデカルトの合理論、カントの倫理
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思想を踏まえた西洋倫理学のように個人や自己

を独立した存在ととらえる立場が一般的かもし

れない。しかし、ここでは和辻哲郎が発見した

東洋的倫理、すなわち個人の主観的な意識にお

いてではなく、個々人の間柄の関連において実

現される倫理にかかわる技術としての情報倫理

を考える［14］。

現代のように職業が様々に分化してくると、

高度な専門的知識や高度な専門的技能が必要な

職業人にはその職業分野に固有の倫理が要請さ

での情報疎外が起こらないという意味での聞か

れた情報開示の実現に情報倫理の鍵があるとい

える。具体的には、情報化社会のルールを良く

理解して遵守し、他者のプライパシを尊重し、

他者の財産権（知的財産を含む）を侵害しない。

また、情報通信の相手を個人的にだましたり、

中傷したり困らすような行為をしない。それが、

情報教養人による情報教養人の為の情報社会倫

理ということになる。

情報処理と情報倫理れる。それは、弁護士・医師・ジャーナリスト・科 2 
学者などが特殊な知的特権階級になっているか

コンビュータを用いた情報処理が普及して便

利になってくると新しい技術を用いた新しい犯

罪などの不都合な面も発生する。それらの対策

としては、法律や教育によって「コンピュータ

技術を使ってできることではあるが、してはい

けないことJを知らしめることは重要な作業と

いえるが、数知れず新技術を利用した新しい世

界に参入して来るだろう一人一人の利用者が、

出気心を抱かないように期待することは困難で

ある。そこで、まず、職業人としてコンビュー

タ技術を使いこなす人々の聞に職業倫理を確立

することが、最も現実的な解決策になる［3-6］。

らでは無くて、非専門的な一般人に対する関係

を円滑に保つ為に専門職業人としての倫理規定

が要請されるのである。すなわち、一般人の視

点から見ると、 専門的知識や専門的技能を使っ

たいわゆるハイテク犯罪は旧来の慣習に基づい

た社会ルールで想定していなかった形態で発生

する可能性が高いので、その予防や抑止手段が

未熟なために高度技術に支えられた情報化社会

に無用の混乱を招く恐れがあると見えるのであ

る。 一般的に犯罪を抑止するものとして「法に

基づく裁判」があり、被害者を救済する目的で

の罰金刑があるし、懲役による社会的制裁も犯

罪抑止効果がある。ところが、現行の法律が作

成された時点では今日の様なコンビュータ技術

に支えられる情報化社会を想定していなかった

ので、現行法体系のみでは適切な対応ができ兼

ねる部分が出現してきている。そこで、法律の

上位規範である「倫理Jに期待が集まっている

のである。［7-10]

知のモラル［11］が他者の世界に対する聞け

であることに対応して情報倫理は他者の情報教

養人としての尊厳が鍵になる［15,19,20］。つま

り、他者自らの情報教養人としての境遇を理解

し、了解できることが重要になる。そして、よ

り多くの情報行動［1］の可能性に対して聞かれ

ることが要請される。結局、故意または無意識

圏内では情報処理学会がいち早く「情報処理

学会倫理綱領Jを制定し、啓発活動を進めてい

る［7,25]oその中では「社会人として、専門家

として、組織責任者としてJ情報処理技術者は

自己の行動に対して責任をもたなければならな

いことを明確に宣言している。そして、倫理綱

領制定の狙いを 3つの視点から説明している。

1.情報処理専門家のアプリケーションに対す

る管理責任が細分化したので、アプリケー

ション管理責任の拡散と制御規律の不存在

を一般の人々に訴えること。

2.情報処理専門家の独善を防ぐために、専門

的情報を一般人に公開し、説明し、 一般人

が意見を表明する機会を与えること。
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3.情報処理技術者は自立的な行動規範を持つ 理とは共通点も多いので、現代のジャーナリズ

必要があること。 ム活動の牽引役を担っているテレビやラジオ放

送の報道倫理に関する議論は大いに参考になる
これらの重要項目を広く社会に公表し、情報化社 [38・40]o
会の健全な発展に資することが強調されている。

また、電気系 6学会からの提言［22］におい 内

ては、産業界との関連で、「官学が進める情報 日

化社会におけるルール（情報倫理）作りに対し

て、プライパシの保護や有害情報対策など、具

体的対応の強化を産業界に要望します」といっ

て情報倫理への対応強化を提案している。さら

に、学会の立場からは「子供、学生、社会人を

対象とした公開教育講座やセミナーなどを開催

データベースに関わる情報

倫理
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非常に包括的であり、ソフトウェア関連の倫理

項目［16］はデータベースに関係する専門職に従

事する者に要請されているといえる。ここでは、

データベース技術の特性と情報倫理の関連につ

自主基準の雛形の提示などを行いたいと考えて

います。」と提言している。

一方、大学などのアカデミックサイトでの活動 データベースを設計する技術者が常に配慮し

としては京都大学水谷教授による「情報倫理（In- なければならない項目はハードウェアおよびソ

formation Ethics）」研究プロジェクト FINE[26] フトウェアを総合したシステム性能の確保であ

が有名である。また、東北大学の山根信二氏に る。特に、データベースの場合にはその設計仕

よるインターネットの情報倫理に関する解説な 様を作成する者が実際の利用者であることは少

どが［27,28］情報倫理研究の晴矢といえる。大 なく、むしろ、データベース構築・運用技術者

学での講義課目としての検討は私立大学情報教 であることが多いので、データベースの公開段

育協会がまとめた教科書が先行的であり、実際 階での円滑な利用を想定した設計基準の明確化

のカリキュラムに取りいれて実践している大学 が望まれる。すなわち、データベースの利用者

もある［8,21,23]0 インターフェースはユーザの視点から無理のな

情報倫理の領域は、わが国のみならず世界的 い操作手順になっている必要がある。特に、近

に見ても未だ胞芽的な研究にとどまっている。 年はコンピュータネットワークを通じてのデー

コンビュータ利用の面から見れば世界の先進国 タベース利用が主流になってきているので、オ

であるアメリカ合衆国の事例をみると、学会関 ンラインによる情報検索の要求が自然に満足さ

係では IEEEおよび ACMにおける議論の積み れる必要がある。オンラインシステム特有の情

重ねが大規模であり参考になる［16,17,41］。ま 報倫理としてはシステムのセキュリティ保全と

た、情報倫理の下敷きとも言える職業倫理の議 ユーザのプライパシ保護をいかにバランス良く

論も多く、科学者の倫理教育という視点からの 実現するかという設計基準が課題となる。もち

議論も大変充実している［31-37］。情報倫理と ろん、匿名利用の利点も大いに活用する必要が

いう視点からは巨大な情報メディアにおける倫 あるがデータベースシステムの信頼性を確保す

3.1 データベース設計の情報倫理
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るという意味では利用者の識別問題をあいまい ぱデータ修正の場合には修正前の旧データも別

にしてはいけない。 途保存しておく必要がある。これはデータ保守

また、情報システムは電子機器の性能向上や 履歴を確認するときに役立てる為である。デー

データ蓄積に伴い、システム改善またはシステ タ更新業務自体に誤りが混入する可能性がある

ム再設計・再構築の要望が発生するので、当初 わけで、、そのような場合に旧データに戻すため

からシステム改変を見越した柔軟な設計にして の情報が失われて復元できないという不都合を

おくことが期待される。そのためには、データ 避けるためでもある。

ベースシステムのオペレータにシステム設計の
次に、データベースシステムのサービスを保

方針が伝わる必要がある。同時に、データベー
つ為には、サービス業務として定められたマニュ

ス利用者にもその設計基準は公開されているこ
アルに従うことはもちろん重要であるが、デー

とが望ましい。
タベース利用者の便宜を図るというサービスの

データベース設計に望まれる情報倫理はデー
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システムへの不法な攻撃を誘発する物であって
されることにないように管理し、個人データに

はならない。
関しては当事者の主張するプライパシ（公開項

当然のことではあるがコンビュータシステム
目、公開期間、公開範囲などの自己決定内容）

のセキュリティを保全する設計が十分に効果を
が厳密に守られるようにシステムを運用する。

発揮する運用指針を設計者として明示する必要

がある。また、データベースに蓄積されている そして、データベース構築・運用を担当してい

データの知的財産権が不法に犯されることのな る人聞が単独で操作する場合は希であり、複数

いように管理し、個人データに関しては当事者 の担当者がチームを組んでデータベースサーピ

の主張するプライパ、ン（公開項目、公開期間、 ス業務を分担することになるので担当チーム内

公開範囲などの自己決定内容）が厳密に守られ での情報共有が重要になる。これは、 一般的に、

3.2 データベース構築・運用の情報

倫理

ソフトウェアサービスを分担しているチームに

とって利用者の要望やリクエストというものは

互いに独立に発生するのではあるが、内容的に

は類似の現象が多く、個々のユーザに対する対

応の内容は実質的にルーチン的な反復処理にな

る機能が組込まれたシステムを設計する。

データベースのデータを日々更新し、データ る可能性が高い点に注意したい。実際、データ

ベース利用者に提供する業務担当者は本質的に ベース構築・運用のベテランになるとユーザか

情報サービスに関わる情報倫理が要請される。 らのリクエストに関するノウハウの蓄積が在る

まず、データ更新においてはデータ入力時点で ので、新米担当者が対応に手間取るケースでも

の情報の正確さの確認作業が最も重要である。 短時間に処理できるのである。したがって、担

また、入力データに関する補助的情報（データ 当チーム内での情報共有が高度に実現できてい

入力作業日時、作業担当者氏名、など）も正確れば、どの担当者にとっても簡単な操作でユー

に保存しておく必要がある。そして、可能なら ザの満足が得られる対処が可能になる。
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3.3 データベース利用者の倫理 とが大切である。また、いわゆるフェアユース

[15,19,20,24,38,39］の条件に当て般まる場合で
データベースに格納して公開するデータを提

も人類の知的財産を共有して将来の文化発展に
供するユーザと公開されたデータを利用する

資するという視点を却もてはならない。つまり、
ユーザの二つの立場が在り、それぞれに要求さ 時

該当データベースにアクセスできるのは決して
れる情報倫理はし、ずれも未だ確立しているとは

そのユーザに与えられた特権ではなく、人類の
いえない。

共有財産として利用に提供された意図を十分に

まず、データ提供者の情報倫理は「責任を持つ 理解し、データベース利用によって得られた成

たデータの公開提供Jと表現できるが、その責 果を私蔵することなく、広く世界の発展のため

任を明確にするためには付属情報が必要になる。 に利用できるように公開することが期待されて

例えば、データの出典や典拠、場合によっては いるのである。

観察器具や観測器材の精度が不明ではそのデー

タは使い物にならない。もちろん、対象となる 一方、当該システムの利用者相互間ではデー

事象が生起した時刻や観察者の記述も重要にな タベース利用に関わる様々な個別技法（いわゆ

る。これは、自然科学分野の数値データに固有 るノウハウ）を利用者相Eに共有できるように

の問題ではなく人文科学分野・社会科学分野に 聞かれた態度が期待されているのである。これ

も共通した重要な属性である。社会科学分野に は他の利用者が同様なデータベースの利用を行

おいては第3者のプライパシーに関わるデータ なう場面で遭遇すると予想される様々なデータ

を扱うことが避けられないが、そのような場合 ベース活用の新たな可能性を「開く」ことにな

には個々のデータ毎に公開の期間を調整する必 る。そのなかには、利用マニュアルなどで明確

要がある。従来の技法では公開の制御が細かく には想定されていないけれど、大変有用な使い

指示できないという理由で総括的に非開示の処 方を示唆する技法も含まれる。場合によっては、

理がなされていたが、データスキーマの記述に データベースの運用オベレータに注文をつけた

よって厳密で確実な制御が可能になるのである。 り、データベースの不具合を報告するとか、デ一

概念スキーマに制御条件を記述しておけば、シ タベースの改善提案をすることも含まれる。こ

ステム内部での格納形態を指示する内部スキー れらは、データベースを運用操作している担当

マやユーザから見た利用条件などを規定する外 者の業務内容の効率化や高度化の可能性を「開

部スキーマを用いて、データ作成者の意図した く」ことになる。これらの情報は、データベー

通りの運用が可能になる。したがって、保守担 スを構築する器材やアーキテクチャの機能進歩

当者の恋意的な運用によって当初に設定したプ さらにはデータベースに格納されるデータの変

ライパシが故意に破られるという不慮の事故も 革などに伴ってデータベースシステム自体の再

避けられるし、人間の記憶と注意力に頼る従来 設計が必要になったときデザイナにとっても有

型のシステムでは不可能であった、精密な運用 用な情報になる。具体的にはインターネットな

システムが構築できることになる。 どにおける様々なサイトで提供されている FAQ

つぎに、データに実際にアクセスする個別利 ファイル（FrequentlyAsked Questions）として

用者に要請される情報倫理の主題は公正な利用 公開する手法が便利である（19,20,29,30］。これ

である。まず、データの知的財産権および著作 らの情報の中には現場のデータベースオベレー

権を尊重しなければならない。そのためには、 タやデータベース管理者にとって耳の痛い話が

利用に当たって適切な利用料金の負担を守るこ 含まれるが、決してそれらを抑制してはならな
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い。そこに情報倫理を実現するキーコンセプト 時間要因である。つまり、現実の行動にかかわ

が内包されているのである。 る意思決定には時間が限定されているために A

結局、私たちの情報世界全体の社会的な信頼 の行為XをBが予測したり予知する余裕が無

性を高める技術として、データベース技術が活 く、また被害Yの対策を講ずる時間的余裕が B

用できるのであるが、 一人一人の経験を積み重 に無いことが問題になる。つまり、当事者Aの

ねて将来の世代に伝え、知的な人類遺産である 行為Xによる影響Yに関する情報を Bが十分

文化文明を継承していくことの大切さを理解す 正確に時間的余裕を持って認知することが可能

る必要がある。これは、決して、学術世界だけ であればBはそれが自らの望む結果でないなら

に閉じた偏狭な議論ではなく、新しい情報技術 ば避ける手段を講ずることが可能になると考え

を使った新しい教養人の倫理になるのである。 られる。ところが、現実にはどのような状況で

4 

あっても時間的制約の無い場合は考えられず、

不十分な情報または全く関連情報が欠落した状
情報倫理を支えるデータベ

態で、近似的に最善と期待される意思決定を行

ース なわざるを得ないのである。したがって、当然

の帰結としてBの期待に反する結末を招く可能

社会倫理を構築するためには、他者の情報が 性が避けられないことになる。このような有限

分からないと動き様がない。他者の環境が分かつ の資源という制約の下で次善の意思決定を支援

て始めてその状況を「開く」方向が見えてくる。 するデータベース技術のポイントは3点に集約

データベースを利用するということは、デー される。すなわち、大容量である点と高速で検

タの属性を管理できる事である。誰が発見した、 索できる点、デ、ジタル表現が可能な点である。

いつ発見した、どのような状況で得たのか、ま

た、公開する期限をいつからいつまでと想定し
4.1 大容量性

ているか、をきちんと把握できるので、個人の

プライパシ情報を精密に公開制御することが可 高度に発達した電子回路技術によってわずか

能になるのである。また、データベースに無い 1枚のフロッピィディスクに大量のデータが記

データの場合には、そこに無い事が確信できる 録できるようになってきた。日本語の文章であ

という網羅性探索が大変簡単な手順で可能にな れば、およそ新書版の原稿に換算して 7冊分

るのも大きな魅力である。 の文字データが 1枚のディスクに収容可能で

情報倫理の実現は、仮に時間という資源が無 ある。ノートパソコンを使うとその 1000倍も

尽蔵にあれば原理的には解決可能な性質のモノ の容量のハードディスク装置を内蔵している機

である。これは、一般の社会倫理の場合とその 種が多いので、個人的に管理が可能なデータの

状況が良く似ている。例えば、ある人物（A）の 容量が飛躍的に増大してきたといえる。もちろ

ある行為（X）が「反モラル的」であり、「不道 ん、 一人の人聞が生涯をかけて創作するデータ

徳j もしくは「非倫理的」であると糾弾される 量はそのように多くはないが、我々が現代社会

のは、その人（A）の行動（X）によって引起こさ で文化的生活を楽しむために国内外を含めて膨

れる結果（Y）が第2の人物（B）にとって「迷惑J 大な情報を活用しているのである。そこでは、

な影響を与えたり物心両面の「被害」をもたら 紀元前から現代にいたる多くの先人が残した体

す点にある。そして、その「迷惑Jや「被害」 験的知恵の集積が文化遺産として利用できる事

を予め避けることが出来なかった理由の一つが になる。特に、データベースとして格納され整
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理されたデータは利用価値が高い。個人的な利 所を検索するのであるが、個々の説明文の中か

用方法から比略的に考えれば、辞書による単語 ら関連項目を発見し、芋蔓方式に順に探索範囲

の検索が分かり易い利用法と言えよう。また、 を深めていくのにはずいぶんと時聞がかかる。

百科事典による事物の検索や年表による事実検 辞書のように探索すべき語が一意に確定してい

索も有用である。この様な検索利用の場合のポ る場合でも、語の意味や用例を検索するのには

イントはその「網羅性」にある。つまり、ある 結構時聞がかかるものである。

探索対象物に関する情報がその辞書・事典・年 ところが、この「索引」の付け方は事典編纂

表から得られない場合には、高度な特殊な手段 者の主観的判断で作成されているので、検索の

を使わないとその情報を入手することが困難で 当事者であるユーザの判断とは異なっている場

あるという事が、非常に簡単なデータベース検 合が有り得る。また、事典の各項目を担当した

索という手段だけで見極められるということで 解説記事の著者の判断とも一致するとは限らな

ある。現代のように様々な科学が発達し分化発 い。このような場合に、コンピュータシステム

展しているとき、個人があらゆる分野の専門的 による自動的な全文検索が利用できれば、一気

知識を身に付けることが不可能になってきてお に問題は解決することになる。

り、各分野の専門家に意見を聞かないと何も判 電子百科事典・電子辞典・電子ブックなどの

断できないようでは困るのである。いまや、誰 名称で、従来は紙媒体でしか入手できなかった

でも手軽にデータベースを利用することによっ データが CDROMに内蔵されて頒布され、コ

て、詳細な最新の知識が入手できる事になるの ンピュータの外部記憶装置として利用できるの

である。 は大変便利である。すなわち、電子データとし

て表現されているので簡単なコンピュータ操作

4.2 高速アクセス によって短時間のうちに必要な情報を得ること

ができるのである。
膨大なデータの中から必要な情報を得る「検

索Jに手聞がかかる様では手軽に利用すること
4.3 高信頼性

が不可能になる。実際、図書館の蔵書を検索す

る様な場合を想定しても、数万冊の図書が図書 多くの企業や公的機関における報告書の累積

カードで分類整理され検索できるように工夫さ は深刻になりつつある。担当者の机の上に山積

れていることが多いが、図書カードでの検索に みされたり、戸棚に押し込まれたりした大量の

は結構な時聞がかかる。特に、探している図書 書類は、オフィスで働く人々にとっては貴重な

の分類や書名・著者名・出版社・出版年などが 資源というより仕事の妨げになる「紙屑J以外

明確に判明していない場合には書庫における直 のなにものでもない。折角の資料が貴重な資源

接的ブラウジングに代わる検索手段はないで、あ になり得ないのは、それらのデータの山に何が

ろう。 あるかをきちんと整理したインデックスが欠如

また、百科事典で必要な事柄の解説を調べよ している点にある。つまり、どのようなデータ

うと，思っても紙媒体の書籍形態でしかアクセス がどのように探せばきちんと探し出せるかとい

できないときには、まず 30数巻の大型本を収 う利用方法が具体的な形で示すことができない

納する書棚が必要となる。また、第 1巻の第 1 事が困るのである。

ページから順次検索するのは、時間的に不可能 データベース技術に支えられた情報システム

であるから「索引Jによって該当項目の説明個 では、データの信頼性が非常に高いという特徴
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がある。それは、電磁ファイルに記録されたデー Internet Engineering Task Force）での Inter-

タの多くがデジタル表現になっているからであ net標準化の過程で登場した文書であるが、そ

る。仮に、アナログ表現の形式だけしか利用で の RFCにおいて倫理に関する声明が出された

きないのであればその精度はセンサーの精度を のは RFC1087”Ethicsand the Internet，，が

超えることは原理的に不可能であり、表現媒体 出された 1989年にさかのぼる［29］。この中で

が電子化されても原データを入力する段階でそ IAB(Internet Activities Board）は、情報の信

の精度の限界が定まってしまう。他方、デジタル 頼性を落としたりネットワーク資源を浪費する

表現の場合には原理的にはいくらでも高精度に ことを「非倫理的で容認できない活動」として

表現することが可能であり、原データの表現精 戒めている。すなわち、無謀な技術の利用に警

度が不十分な場合には補足的なデータを追加訂 鐘を鳴らすことにはじまり、政府や雇主との契

正することによって、データ更新が可能になる。 約や公衆道徳、公序良俗といったローカルルー

一般に、我々人聞が作成するデータには限り ルとは別の倫理が、今後の情報社会では要請さ

なく多様な誤りが混入する機会があり、データ れることになるのである。いまや、いわゆる情

入力の段階での無謬正を確保するのは実質的に 報弱者に対しては様々な情報格差を是正する技

不可能である。したがって、我々は多数の人々 術がある。すなわち、地球規模での通信網（イ

が利用する過程で発見した誤りをその都度訂正 リジウム計画［42]）の構築とポータブ、ルコン

して、漸近的に最適化していく方法を採用して ピュータ（太陽電池、携帯電源、大容量電池）、

いる。また、データのいわゆる「賞味期限」の さらにネットワーク経由でのソフトウェアの共

保証が重要になる。とくに、公開する必要のあ 有といった大域的インフラストラクチャが出現

る期聞が限定されている情報を期間を超えて公 すれば砂漠地帯や極寒冷地域からも世界中のあ

関することの無いように管理する業務はデータ らゆるサイトにアクセスが可能になる。そのよ

ベースのような仕組みを組込んだ情報システム うな時代になると、個人的な偏見やアレルギー

の最も得意とする分野である。個々の担当者が 的アクセス拒否への対応が残された課題になっ

個人的に監視する従来の掲示板のような方法で てくるのだろうが、それは各個人の趣味（テイ

はとても無理な注文であるといえる。 スト）に関わる事になるので、社会教育の制度

とくに、データベースの様に多くの人が多様 の充実整備によって徐々に解消されていくもの

な視点から利用する場合には利用者が増えれば と思われる。

増えるほど、その信頼性も向上していく。計算機

のネットワーク利用が普遍的になってきた現代

ではインターネットに公開されたデータにアク

セスする人間の数が飛躍的に増大しているので

その信頼性も素晴らしいものになってきている。
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